
(5) 届 出 事 項 等 の 異 動 届

（国会議員関係政治団体）

令和○年１０月 ５日

総 務 大 臣
様

静岡県選挙管理委員会

政治団体の名称 ○○党静岡県支部

事務所の所在地 静岡市葵区追手町9番6号コーポ○○201号室

代表者の氏名 静 岡 太 郎

政治資金規正法第 6条第 1項の規定により届け出た事項に異動があったので、同法第 7条の規定により、

以下のとおり届け出ます。

異動事項
内 容

異動年月日
新 旧

国会議員関係
団体の区分

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第3号に係る国会議員関係政治団体

□ 国会議員関係政治団体以外の政治
団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第3号に係る国会議員関係政治団体

□ 国会議員関係政治団体以外の政治
団体

令和

○・10・1

代表者である
公職の候補者に
係る公職の種類
（第 1号関係）

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

令和

○・10・1

公職の候補者
の氏名

（第 2号関係）

（ふりがな） （ふりがな）

令和
・ ・

公職の候補者に
係る公職の種類
（第 2号関係）

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

令和
・ ・

主宰する
国会議員の氏名
及び公職の種類
（第 3号関係）

（ふりがな） （ふりがな）

令和
・ ・

主要な構成員である
国会議員の氏名
及び公職の種類
（第 3号関係）

令和
・ ・

＜記載例１＞ 国会議員関係政治団体の以外の団体が、国会議員関係政治団体の1号団体に異動した場合

静

岡

１ 代表者の氏名の記載が記載例のような「記名押印」又は代表者本人による「署名」の場合は、従前どおり提出可能です。

２ 代表者の氏名の記載が「記名」のみ（押印がない）の場合は届出を持参する者が誰かにより以下の手続が必要になります。

ア 持参者が代表者本人の場合⇒本人確認書類の提示又は提出

イ 持参者が代理人の場合⇒当該代理人の権限を証する書面（委任状等）及び本人確認書類の提示又は提出



(5) 届 出 事 項 等 の 異 動 届

（国会議員関係政治団体）

令和○年１０月 ５日

総 務 大 臣
様

静岡県選挙管理委員会

政治団体の名称 静岡たろう後援会

事務所の所在地 静岡市葵区追手町9番6号コーポ○○201号室

代表者の氏名 三 島 一 郎

政治資金規正法第 6条第 1項の規定により届け出た事項に異動があったので、同法第 7条の規定により、

以下のとおり届け出ます。

異動事項
内 容

異動年月日
新 旧

国会議員関係
団体の区分

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第3号に係る国会議員関係政治団体

□ 国会議員関係政治団体以外の政治
団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第3号に係る国会議員関係政治団体

□ 国会議員関係政治団体以外の政治
団体

令和

○・10・1

代表者である
公職の候補者に
係る公職の種類
（第 1号関係）

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

令和
・ ・

公職の候補者
の氏名

（第 2号関係）

（ふりがな）

しずおか たろう

静 岡 太 郎

令和

○・10・1

公職の候補者に
係る公職の種類
（第 2号関係）

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

令和

○・10・1

主宰する
国会議員の氏名
及び公職の種類
（第 3号関係）

（ふりがな） （ふりがな）

令和
・ ・

主要な構成員である
国会議員の氏名
及び公職の種類
（第 3号関係）

令和
・ ・

＜記載例２＞ 国会議員関係政治団体の以外の団体が、国会議員関係政治団体の２号団体に異動した場合

三

島

１ 代表者の氏名の記載が記載例のような「記名押印」又は代表者本人による「署名」の場合は、従前どおり提出可能です。

２ 代表者の氏名の記載が「記名」のみ（押印がない）の場合は届出を持参する者が誰かにより以下の手続が必要になります。

ア 持参者が代表者本人の場合⇒本人確認書類の提示又は提出

イ 持参者が代理人の場合⇒当該代理人の権限を証する書面（委任状等）及び本人確認書類の提示又は提出

（旧が2号団体でない政治団
体の場合は記入不要）

2号団体に該当する場合、「国会議員関係団体に該当する旨の通知」を併せて提出
（2号団体に該当しなくなった場合は、「国会議員関係団体に該当しなくなった旨の通知」を併せて提出）



(5) 届 出 事 項 等 の 異 動 届

（国会議員関係政治団体）

令和○年１０月 ５日

総 務 大 臣
様

静岡県選挙管理委員会

政治団体の名称 静岡たろう後援会

事務所の所在地 静岡市葵区追手町9番6号コーポ○○201号室

代表者の氏名 静 岡 太 郎

政治資金規正法第 6条第 1項の規定により届け出た事項に異動があったので、同法第 7条の規定により、

以下のとおり届け出ます。

異動事項
内 容

異動年月日
新 旧

国会議員関係
団体の区分

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第3号に係る国会議員関係政治団体

□ 国会議員関係政治団体以外の政治
団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第1号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

□ 政治資金規正法第19条の7第1項
第3号に係る国会議員関係政治団体

□ 国会議員関係政治団体以外の政治
団体

令和

○・10・1

代表者である
公職の候補者に
係る公職の種類
（第 1号関係）

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

令和

○・10・1

公職の候補者
の氏名

（第 2号関係）

（ふりがな）

しずおか たろう

静 岡 太 郎

令和

○・10・1

公職の候補者に
係る公職の種類
（第 2号関係）

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

□衆議院比例代表選出議員

□衆議院小選挙区選出議員

□参議院比例代表選出議員

□参議院選挙区選出議員

□現 職

□候補者等

令和

○・10・1

主宰する
国会議員の氏名
及び公職の種類
（第 3号関係）

（ふりがな） （ふりがな）

令和
・ ・

主要な構成員である
国会議員の氏名
及び公職の種類
（第 3号関係）

令和
・ ・

＜記載例３＞ 国会議員関係政治団体の以外の団体が、国会議員関係政治団体の１号団体、２号団体の
双方に該当する団体に異動した場合

静

岡

１ 代表者の氏名の記載が記載例のような「記名押印」又は代表者本人による「署名」の場合は、従前どおり提出可能です。

２ 代表者の氏名の記載が「記名」のみ（押印がない）の場合は届出を持参する者が誰かにより以下の手続が必要になります。

ア 持参者が代表者本人の場合⇒本人確認書類の提示又は提出

イ 持参者が代理人の場合⇒当該代理人の権限を証する書面（委任状等）及び本人確認書類の提示又は提出

（旧が2号団体でない政治団
体の場合は記入不要）

2号団体に該当する場合、「国会議員関係団体に該当する旨の通知」を併せて提出
（2号団体に該当しなくなった場合は、「国会議員関係団体に該当しなくなった旨の通知」を併せて提出）


